
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
三
十
三
号 

  

安
全
保
障
理
事
会
は
、 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
関
す
る
従
前
の
決
議
、
特
に
決
議
第
千
三
百
八
十
六
号
（
二
千
一
年
）
、
第
千
五
百
十
号
（
二
千
三
年
）
、
第
千
七
百
七
十

六
号
（
二
千
七
年
）
及
び
第
千
八
百
六
号
（
二
千
八
年
）
を
再
確
認
し
、 

 

ま
た
、
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
（
千
九
百
九
十
九
年
）
、
第
千
三
百
六
十
八
号
（
二
千
一
年
）
、
第
千
三
百
七
十
三
号
（
二
千
一
年
）
及
び
第

千
八
百
二
十
二
号
（
二
千
八
年
）
を
再
確
認
し
、
ま
た
国
際
連
合
憲
章
に
従
っ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
根
絶
す
る
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
対
す
る
支

持
を
再
確
認
し
、 

 

武
力
紛
争
下
の
文
民
の
保
護
に
関
す
る
決
議
第
千
二
百
六
十
五
号
（
千
九
百
九
十
九
年
）
、
第
千
二
百
九
十
六
号
（
二
千
年
）
、
第
千
六
百
七
十

四
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
七
百
三
十
八
号
（
二
千
六
年
）
、
女
性
及
び
平
和
と
安
全
に
関
す
る
決
議
第
千
三
百
二
十
五
号
（
二
千
年
）
及
び

第
千
八
百
二
十
号
（
二
千
八
年
）
並
び
に
児
童
と
武
力
紛
争
に
関
す
る
決
議
第
千
六
百
十
二
号
（
二
千
五
年
）
を
想
起
し
、 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
主
権
、
独
立
、
領
土
保
全
及
び
国
家
の
統
一
に
対
す
る
強
い
支
持
を
再
確
認
し
、 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
全
土
に
わ
た
る
治
安
及
び
法
と
秩
序
を
提
供
す
る
責
任
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
当
局
に
所
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
、
治
安
状
況

を
改
善
す
る
た
め
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
に
対
す
る
支
援
に
お
け
る
国
際
治
安
支
援
部
隊
（
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
）
の
役
割
を
強
調
し
、
ま
た
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
政
府
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
と
の
協
力
を
歓
迎
し
、 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
課
題
の
相
互
連
関
的
な
性
質
を
再
度
認
識
し
、
治
安
、
統
治
及
び
開
発
並
び
に
麻
薬
対
策
の
分
野
横
断
的
な
問
題



に
つ
い
て
の
持
続
的
な
進
展
が
相
互
に
強
化
し
合
う
こ
と
を
再
確
認
し
、
ま
た
、
包
括
的
な
取
組
を
通
じ
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
処
す
る
た
め
の
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
及
び
国
際
社
会
の
継
続
的
な
努
力
を
歓
迎
し
、 

 
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
平
和
及
び
安
定
を
促
進
す
る
に
当
た
り
、
国
際
連
合
が
国
際
社
会
の
努
力
を
主
導
す
る
こ
と
に
よ
り
引
き
続
き
果

た
す
中
心
的
且
つ
公
平
な
役
割
を
強
調
し
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
国
際
連
合
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
支
援
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ａ
）
の
目
的
と

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
の
目
的
と
の
間
の
相
乗
効
果
に
留
意
し
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
指
定
さ
れ
た
責
任
を
適
切
に
考
慮
し
、
強
化
さ
れ
た
協
力
、
協
調
及
び

相
互
支
援
を
行
っ
て
い
く
必
要
性
を
強
調
し
、 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
治
安
状
況
、
特
に
、
児
童
を
含
む
地
域
住
民
、
国
家
治
安
部
隊
並
び
に
国
際
的
な
軍
事
要
員
及
び
文
民
要
員
に
対

す
る
脅
威
と
な
る
タ
リ
バ
ー
ン
、
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ
、
非
合
法
武
装
集
団
、
犯
罪
者
及
び
麻
薬
取
引
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
暴
力
行
為
及
び
テ
ロ

行
為
の
拡
大
、
及
び
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
活
動
と
不
法
薬
物
と
の
間
で
強
ま
っ
て
い
る
結
び
つ
き
に
つ
い
て
の
強
い
懸
念
を
表
明
し
、 

 

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
に
対
し
、
指
定
さ
れ
た
責
任
の
範
囲
内
で
、
関
係
の
国
際
的
な
及
び
地
域
の
関
係
者
と
協
力
し
つ
つ
、
不
法
な
麻
薬
生
産
及
び
そ
の

密
輸
の
脅
威
に
対
処
す
る
た
め
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
よ
る
持
続
的
な
努
力
を
更
に
か
つ
効
果
的
に
支
援
す
る
よ
う
慫
慂
し
、 

 

法
の
支
配
を
保
証
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
民
に
安
全
と
基
本
的
役
務
を
提
供
し
、
ま
た
、
彼
ら
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
完
全
な
享
受
を

確
保
す
る
た
め
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
の
能
力
に
対
し
て
タ
リ
バ
ー
ン
、
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ
そ
の
他
過
激
派
集
団
に
よ
る
暴
力
及
び
テ
ロ
活
動

が
も
た
ら
す
著
し
く
有
害
な
結
果
に
対
す
る
懸
念
を
同
様
に
表
明
し
、 

 

治
安
状
況
を
改
善
し
、
タ
リ
バ
ー
ン
、
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ
そ
の
他
の
過
激
派
集
団
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
脅
威
に
引
き
続
き
対
処
す
る
た

め
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
及
び
不
朽
の
自
由
作
戦
（
Ｏ
Ｅ
Ｆ
）
連
合
を
含
む
国
際
社
会
の
支
援
を
得
て
行
わ
れ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
に
よ
る
継
続
的
な

努
力
へ
の
支
持
を
改
め
て
表
明
し
、
こ
の
関
連
で
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
及
び
Ｏ
Ｅ
Ｆ
連
合
に
よ
る
も
の
を
含
む
継
続
的
な
国
際
的
努
力
の
必
要
性
を
強
調

し
、 



 
文
民
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
部
隊
及
び
国
際
部
隊
を
標
的
と
す
る
す
べ
て
の
攻
撃
（
簡
易
爆
発
装
置
（
Ｉ
Ｅ
Ｄ
）
、
自
爆
攻
撃
及
び
拉
致
を
含
む
。
）
、

並
び
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
安
定
、
復
興
及
び
開
発
の
努
力
へ
の
有
害
な
影
響
を
最
も
強
い
表
現
で
非
難
し
、
並
び
に
タ
リ
バ
ー
ン
そ
の

他
の
過
激
派
集
団
が
文
民
を
人
間
の
盾
と
し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
更
に
非
難
し
、 

 

タ
リ
バ
ー
ン
、
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ
そ
の
他
の
過
激
派
集
団
に
よ
る
増
大
し
た
脅
威
及
び
こ
の
よ
う
な
脅
威
に
対
処
す
る
た
め
の
努
力
に
係
る
課

題
を
認
識
し
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
文
民
の
犠
牲
の
多
さ
に
深
刻
な
懸
念
を
表
明
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
当
局
及
び
国
連
高

官
に
よ
る
関
連
す
る
声
明
並
び
に
安
全
保
障
理
事
会
議
長
に
よ
る
プ
レ
ス
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
留
意
し
、
国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
の
遵

守
並
び
に
文
民
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
切
な
措
置
を
取
る
こ
と
を
要
請
し
、 

 

文
民
の
犠
牲
の
危
険
性
を
最
小
化
す
る
た
め
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
そ
の
他
の
国
際
部
隊
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
努
力
を
認
識
し
、
こ
の
観
点
か
ら
、
特
に

戦
術
及
び
手
続
の
継
続
的
な
見
直
し
、
並
び
に
、
文
民
の
犠
牲
者
が
発
生
し
た
場
合
及
び
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
が
共
同
調
査
を
行
う
こ
と
を
適

当
と
判
断
す
る
場
合
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
と
の
協
力
で
実
施
さ
れ
る
事
後
の
見
直
し
及
び
調
査
に
よ
り
、
追
加
的
な
強
固
な
努
力
を
行
う
こ

と
を
要
請
し
、 

 

治
安
部
門
の
改
革
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
軍
及
び
特
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
家
警
察
の
更
な
る
強
化
、
非
合
法
武
装
集
団
の
解
体
、
司
法
部
門

の
改
革
及
び
麻
薬
対
策
を
含
む
。
）
の
更
な
る
進
展
の
必
要
性
を
強
調
し
、 

 

こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
法
の
支
配
及
び
人
権
の
尊
重
を
改
善
す
る
た
め
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
刑
務
所
部
門
の
再

建
及
び
改
革
の
更
な
る
進
展
の
重
要
性
を
強
調
し
、 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
憲
法
の
枠
内
で
平
和
的
な
政
治
対
話
及
び
自
国
の
社
会
経
済
開
発
に
建
設
的
に
従
事
す
る
こ
と
、
及
び
非
合
法
の
武
装
集
団

の
使
用
を
含
む
暴
力
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
に
対
す
る
す
べ
て
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
党
及
び
集
団
へ
の
要
請
を
改
め
て
表
明
し
、
ア
フ



ガ
ニ
ス
タ
ン
憲
法
の
枠
組
み
内
で
、
ま
た
、
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
（
千
九
百
九
十
九
年
）
及
び
そ
の
他
の
関
連
す
る
決
議

に
よ
り
導
入
さ
れ
た
措
置
の
実
施
を
十
分
に
尊
重
し
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
主
導
の
和
解
計
画
の
実
施
を
奨
励
し
、 

 
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
当
局
が
、
国
連
の
支
援
を
得
て
、
次
回
の
大
統
領
選
挙
を
組
織
す
る
た
め
に
果
た
す
主
導
的
役
割
を
想
起
し
、
選
挙
に
資
す

る
安
全
な
環
境
を
確
保
す
る
に
当
た
り
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
に
よ
り
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
当
局
に
提
供
さ
れ
る
支
援
の
重
要
性
を
強
調
し
、 

 

隣
接
の
及
び
地
域
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
安
定
化
の
た
め
の
貢
献
の
重
要
性
を
認
識
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
治

安
、
統
治
及
び
開
発
を
促
進
す
る
た
め
の
効
果
的
な
手
段
と
し
て
地
域
協
力
を
進
め
る
こ
と
の
決
定
的
な
重
要
性
を
強
調
し
、 

 

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
と
Ｏ
Ｅ
Ｆ
連
合
と
の
間
の
継
続
的
な
調
整
、
及
び
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
欧
州
連
合
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
、
特
に
そ
の

警
察
部
門
（
Ｅ
Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｌ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
）
と
の
間
に
確
立
さ
れ
た
協
力
を
歓
迎
し
、 

 

北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
指
導
的
役
割
並
び
に
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
及
び
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
テ
ロ
と
の
闘
い
の

活
動
の
枠
内
で
、
か
つ
国
際
法
の
適
用
可
能
な
規
則
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
海
上
阻
止
の
要
素
を
含
む
Ｏ
Ｅ
Ｆ
連
合
へ
の
多
数
の
国
に
よ
る
貢
献

に
対
す
る
評
価
を
表
明
し
、 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
情
勢
が
引
き
続
き
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
構
成
す
る
こ
と
を
認
定
し
、 

 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
と
調
整
し
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
の
任
務
の
完
全
な
履
行
を
確
保
す
る
こ
と
を
決
意
し
、 

 

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
国
際
連
合
憲
章
第
七
章
の
下
で
行
動
し
、 

 

１
．
決
議
第
千
三
百
八
十
六
号
（
二
千
一
年
）
及
び
第
千
五
百
十
号
（
二
千
三
年
）
が
定
め
る
国
際
治
安
支
援
部
隊
の
承
認
を
二
千
八
年
十
月
十



三
日
か
ら
十
二
ヶ
月
間
延
長
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。 

 
２
．
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
に
参
加
し
て
い
る
加
盟
国
に
対
し
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
手
段
を
と
る
権
限
を
付
与
す
る
。 

 

３
．
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
に
つ
き
、
そ
の
運
用
上
の
す
べ
て
の
要
求
に
応
え
る
た
め
、
こ
れ
を
更
に
強
化
す
る
必
要
性
を
認
識
し
、
こ
の
関
連
で
、
加
盟
国

に
対
し
、
要
員
、
装
備
そ
の
他
資
源
を
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
に
提
供
し
、
及
び
決
議
第
千
三
百
八
十
六
号
（
二
千
一
年
）
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
信
託
基
金

に
貢
献
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
。 

 

４
．
包
括
的
な
枠
組
み
の
中
で
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
治
安
部
門
の
機
能
性
、
専
門
性
及
び
説
明
責
任
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
、

Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
及
び
そ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
し
、
治
安
を
確
保
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
全
地
域
に
わ
た
っ
て
法
の
支
配
を
確
保
す
る
、
自
立
的

か
つ
民
族
的
均
衡
の
と
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
治
安
部
隊
を
目
指
す
と
の
目
標
に
向
け
た
前
進
を
加
速
さ
せ
る
た
め
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
家
治

安
部
隊
を
訓
練
し
、
指
導
し
及
び
強
化
す
る
た
め
の
努
力
を
、
財
源
の
許
す
限
り
継
続
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
カ
ブ
ー
ル

の
主
要
な
治
安
責
任
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
当
局
が
達
成
し
た
進
展
を
歓
迎
し
、
ま
た
、
計
画
さ
れ
て
い
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

国
軍
の
拡
大
を
支
援
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。 

 

５
．
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
に
対
し
、
部
隊
の
任
務
の
履
行
に
つ
い
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
、
事
務
総
長
特
別
代
表
及
び
Ｏ
Ｅ
Ｆ
連
合
と
緊
密
に
協
議
し

つ
つ
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。 

 

６
．
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
の
指
導
部
に
対
し
、
そ
の
任
務
の
履
行
に
つ
い
て
、
事
務
総
長
を
通
じ
て
安
全
保
障
理
事
会
に
定
期
的
に
報
告
（
四
半
期
報
告
の

提
出
を
通
じ
る
も
の
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。 

 

７
．
こ
の
問
題
に
引
き
続
き
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
を
決
定
す
る
。 


